
 

行政評価は、市が前年度に取り組んだ事業やその結果を自ら振り返って点検し、今後の取り組みに活

かすため実施しています。 

この度、令和 4 年度からスタートした「第 5 次総合計画」に掲げる 25 施策及びデジタル田園都市

国家構想交付金(※)を活用した事業について、令和 5 年度の取り組み状況を行政内部で評価し取りま

とめましたので公表します。 

 

 

 
 

◆ 募集期間 

令和６年６月２４日（月）～令和６年 7 月２3 日（火）到着分まで 

◆ 意見提出の方法 

  住所・氏名・電話番号を必ずご記入の上、市ホームページ専用フォームまたは意見書（任意様式で 

も可）により、郵送、ファクス、電子メール、窓口へ持参のいずれかの方法で提出してください。 

※提出されたご意見は、概要を整理し、これに対する市の考え方とともに、後日、市ホームページで 

公表します。(提案者の氏名等は公表いたしません。) 

※電話などによる口頭の意見提出の受付及びご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、 

あらかじめご了承ください。  

 

◆ 問い合わせ・意見提出先 
三田市 総合政策部 政策課 

〒669-1595  三田市三輪２丁目１番１号 （三田市役所本庁舎 3 階） 

ＴＥＬ:079-559-5038  ＦＡＸ:079-563-1366  

Ｅメール：seisaku@city.sanda.lg.jp 

 

【参考】行政評価の全内容の掲載箇所・閲覧できる場所 
①ホームページ ｢令和 6 年度行政評価の取り組み｣に掲載 

https://cms3rd.smart-lgov.jp/smartcms/page/edit/info 

②市の施設 
 市役所（本庁舎 1 階市民情報ひろば及び同庁 3 階政策課） 
 まちづくり協働センター、総合福祉保健センター 
 各市民センター(さんだ市民センター、有馬富士共生センター、高平ふるさと交流センター、広

野市民センター、ふれあいと創造の里、藍市民センター、フラワータウン市民センター、ウッディ
タウン市民センター）     

⇘⇘ ロゴフォーム QR コード ⇙⇙ 

(※)デジタル田園都市国家構想交付金は、国からの交付金で、同交付金を活用する事業については、交付金 

の制度上、事業年度ごとに達成状況等の効果 検証を行うこととされており、25 施策のいずれかに分類 

される事業ではありますが、今年度より当該各事業について個別に評価を行っています。 


